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東京の住宅政策の現状と課題
〔良質な住宅ストックと良好な住環境の形成〕
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住宅の耐震化の現状と目標

１ 住宅の耐震化

◇東京都の住宅の耐震化率は、平成17年度（2005年度）末で約７６％

住宅の耐震化の現状住宅の耐震化の現状

○耐震性を満たす住宅数 ：４，２５２，２００戸
○耐震性を満たさない住宅数：５，５７５，９００戸

◇平成27年度（2015年度）において、９０％を目標

耐 震 化 率 ：７６．３％

基本方針（国）
「10年後の東京」計画

耐 震 改 修 促 進 法

基本方針（国）

東京都耐震改修 民間建築物等の耐震化

分野別計画

東京都耐震改修
促 進 計 画

民間建築物等の耐震化
促進実施計画

都が所有する防災上
重要な公共建築物等の

「10年後の東京」
への

実行プログラム

１

区市町村耐震改修促進計画 重要な公共建築物等の
耐震化整備プログラム



区市町村等と連携した普及啓発活動

１ 住宅の耐震化

◇区市町村等と連携したキャンペーンなどの普及啓発活動を実施

■ 耐震キャンペーンの実施

・ 耐震化推進都民会議を設置し、建物所有者団体、関係団体、区市町村と連携して、

建物の耐震化に向けた気運の醸成及び啓発活動を実施建物の耐震化に向けた気運の醸成及び啓発活動を実施

・ 区市町村や関係団体等と連携し、年２回集中的にイベント、広報活動を展開

・ フォーラム、講習会、耐震改修工法等の展示会、個別相談会等を開催

■ 緊急輸送道路沿道建物へのローラー作戦の実施

・ 個別訪問、説明会により建物所有者に直接、耐震化を要請

■ 区市町村のローラー作戦の支援

・ 区市町村による建物所有者への直接的な働きかけを支援

■ 耐震化普及啓発ＤＶＤの活用

・ 耐震化の必要性を啓発し、耐震化に取り組むために必要な情報を提供

２



耐震化促進のための相談体制の整備・情報提供

１ 住宅の耐震化

◇建物所有者等が安心して耐震診断・耐震改修を実施できるよう、相談体制の整備や情報提
供を実施

■ 耐震化総合相談窓口の開設
・ 都民の耐震化に関する様々な相談に応じ、耐震化を促進

■ ポータルサイトによる情報提供
・ 耐震化に関する情報を一元的に紹介

■ 耐震診断事務所登録制度
・ 信頼性の高い耐震診断事務所を登録し、広く都民に情報提供
・ 診断技術者の技術力の維持・向上

■ 耐震改修事例等の選定・紹介
・ 木造住宅の安価で信頼できる耐震改修工法・装置等の事例の

紹介
・ ビル・マンションの耐震改修事例の紹介

３



耐震化促進のための助成制度①

１ 住宅の耐震化

◇財政支援等の実施による建物所有者の負担の軽減。

木造住宅
■ 耐震診断・耐震改修助成

○ 防災都市づくり推進計画の「整備地域」内の住宅を対象

◆耐震改修による耐震化1棟:約150万円

木造住宅

◆耐震診断・補強設計

　1棟：約15万円

（負担割合)　　 1/3　  　1/3　　1/6　 1/6

1件15万円　　　 5　     5　　 2.5  2.5万円

国の補助事業を活用

自己負担     国    　  　 区都

◆耐震診断(技術者派遣事業）

　1棟：約10万円

（負担割合)　　　 1/2　   　　1/4　  1/4

1件15万円　　5　　　　 　 2.5   2.5万円

　国の補助事業を活用

     国    　  　 　　　　区都

◆耐震改修による耐震化1棟:約150万円

(負担割合)　　   　 1/2　　      4.5/20 　5.5/40 〃

1件150万円　　　75万円　　　　  33 　   21　21万円

国の地域住宅交付金制度を活用

      自己負担            国　 　　　区都

■ 耐震シェルター等の設置助成
地震時の住宅倒壊から命を守る、耐震シェルター、防災ベッドの設置費用を、

高齢者等を対象に助成高齢者等を対象に助成

自己負担 国 都 区市町村

設置費用30万円想定

■ 住宅の耐震化促進税制
固定資産税及び都市計画税の減免

ず

1/10（3万円） 4/10（12万円） 1/4（7.5万円） 1/4（7.5万円）

４

昭和57年１月１日以前から所在する住宅を建て替えた場合には、床面積にかかわらず全額を
減免。また耐震改修をした場合には、120㎡の床面積相当分まで全額を減免。



耐震化促進に向けた助成制度②

１ 住宅の耐震化

■ 耐震診断・補強設計・耐震改修助成
◆耐震診断・補強設計 補助率２／３

マンション

自己負担
1/3

国
1/3

都
1/6

区市
1/６

自己負担
77 0％

国
11 5％

都
5 75％

区市
5 75％

◆耐震改修 補助率２３．０％

※補助率23%は、平成22年度末工事着手分まで77.0％ 11.5％ 5.75％ 5.75％

■ マンション耐震アドバイザー派遣事業の実施
補助率２／３

自己負担 国 都 区市自己負担
1/3

国
1/3

都
1/6

区市
1/６

緊急輸送道路沿道の建築物

■ 住宅の耐震化促進税制

■ 耐震診断・補強設計・耐震改修助成

自己負 都 区市国

◆補強設計 補助率２／３◆耐震診断 補助率４／５

自己負担 区市国 都

緊急輸送道路沿道の建築物

自己負
担1/5

都
７/３０

区市
７/３０

国
１/３

◆耐震改修・建替 補助率２／３

自己負担
1/3

国
1/3

都
1/6

区市
1/６

延べ面積５，０００㎡を超え１０，０００㎡まで
→ 補助率を１／３に低減

自己負担
1/３

区市
１/６

国
１/３

都
１/６

５

■ 改修工事費の低利融資制度
通常より低利で融資を実施



都内の木造住宅密集地域の状況

２ 木造住宅密集地域の整備促進

木造住宅密集地域（約１６ ０００ha）

◇木造住宅密集地域は、山手線外周部を中心に広範に分布している。（約16,000ha）

木造住宅密集地域（約１６，０００ha）

木造住宅密集地域： 木造住宅密集地域整備プログラム（平成9年 東京都）で指定した地域のうち、

平成18，19年の土地利用現況調査による不燃領域率60％未満の地域

なお、木造住宅密集地域整備プログラムでは、以下の各指標のいずれにも該当する地域（町丁目）を

木造住宅密集地域として抽出

・木造建築物棟数率 70％以上 ・老朽木造建築物棟数率 30％以上

（資料）防災都市づくり推進計画（平成21年）／東京都都市整備局
・住宅戸数密度 55 世帯／ha 以上 ・不燃領域率 60％未満

木造建築物棟数率： 木造建築物棟数／全建築物棟数

老朽木造建築物棟数率： 昭和45 年以前の木造建築物棟数／全建築物棟数

６



木造住宅密集地域の人口密度・高齢者人口率

２ 木造住宅密集地域の整備促進

◇木造住宅密集地域は人口密度が２３区平均に比べ高い。

◇木造住宅密集地域（重点整備地域）の大半の高齢者人口率は、約２０～３０％。

高齢者（65歳以上）人口率の推移

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

人口密度の推移

50 100 150 200 250 300 350
人/ha

18.8%

21.5%

26.1%

13.8%

14.8%

18.6%

17 6%

23区全体

大田区大森中３丁目

品川区豊町５丁目

H7

H12

H17

23区全体

大田区大森中３丁目

品川区豊町５丁目

目黒区目黒本町６丁目

H7

H12

H17

23.6%

18.9%

20.3%

23.6%

17.6%

15.9%

15.4%

17.0%

目黒区目黒本町６丁目

世田谷区太子堂２丁目

中野区南台２丁目

豊島区東池袋５丁目

目黒区目黒本町６丁目

世田谷区太子堂２丁目

中野区南台２丁目

豊島区東池袋５丁目
23.6%

19.4%

20.2%

25.4%

14.7%

17.3%

17.6%

15.9%

板橋区大谷口２丁目

北区上十条３丁目

荒川区荒川６丁目

足立区関原３丁目

板橋区大谷口２丁目

北区上十条３丁目

荒川区荒川６丁目

足立区関原３丁目
22.5%

30.3%

26.2%

21.4%

19.6%

足立区関原３丁目

墨田区京島２丁目

葛飾区東四つ木３丁目

墨田区京島２丁目

葛飾区東四つ木３丁目

（資料）各年国勢調査

７



木造住宅密集地域の建物の状況①

２ 木造住宅密集地域の整備促進

◇木造住宅密集地域では、昭和55年以前の老朽木造建物の棟数密度が高い。木造住宅密集
地域では、建ぺい率が23区平均に比べ高く、かつ増加傾向にある。

20.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

23区全体

(棟/ha）

S55以前木造建物の棟数密度の推移

26.3%

20% 30% 40% 50% 60%

23区全体 H8

建ぺい率※の推移

51.4

86.7

58.8

8.6

27.5

41.6

24.9

23区全体

大田区大森中３丁目

品川区豊町５丁目

目黒区目黒本町６丁目

H7

H19

30.0%

42.4%

49.3%

48.2%
41 9%

44.1%

45.3%

40.4%

23区全体

大田区大森中３丁目

品川区豊町５丁目

目黒区目黒本町６丁目

H8

H13

H18

46.0

69.4

69.4

43.0
16 9

37.4

30.1

20.0世田谷区太子堂２丁目

中野区南台２丁目

豊島区東池袋５丁目

板橋区大谷口２丁目

47.0%
45.3%

45.4%

51.8%

41 8%
38.9%

40.3%

41.9%
世田谷区太子堂２丁目

中野区南台２丁目

豊島区東池袋５丁目

板橋区大谷口２丁目

54.0

78.9

55.4
30.5

34.6

20.9

16.9
板橋区大谷口２丁目

北区上十条３丁目

荒川区荒川６丁目

足立区関原３丁目
48 8%

41.8%

39.4%

49.5%

43.5%
38.4%

47.0%

37.5%

板橋 大谷 目

北区上十条３丁目

荒川区荒川６丁目

足立区関原３丁目

墨田区京島 丁目101.2

55.2

48.0

28.8

墨田区京島２丁目

葛飾区東四つ木３丁目

48.8%

40.4%

38.6%
45.1%

墨田区京島２丁目

葛飾区東四つ木３丁目

※各町丁目のエリア面積対する全建物の建築面積の割合

（資料）各年固定資産課税台帳
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木造住宅密集地域の建物の状況②

２ 木造住宅密集地域の整備促進

◇木造住宅密集地域の戸建住宅の敷地規模は、横ばいまたは縮小傾向。

建住宅 均敷地規模※ 推移

棟数 敷地規模 棟数 敷地規模

H18H8

戸建住宅の平均敷地規模※の推移

大田区大森中３丁目 463 108.4㎡ 449 105.9㎡

品川区豊町５丁目 324 85.0㎡ 313 84.6㎡

目黒区目黒本町６丁目 621 113.6㎡ 667 101.9㎡

世田谷区太子堂２丁目 513 123 6㎡ 471 113 6㎡世田谷区太子堂２丁目 513 123.6㎡ 471 113.6㎡

中野区南台２丁目 619 90.3㎡ 639 90.6㎡

豊島区東池袋５丁目 553 79.3㎡ 572 74.7㎡

板橋区大谷口２丁目 593 130.7㎡ 635 113.3㎡

北区上十条３丁目 340 101.0㎡ 313 105.6㎡

荒川区荒川６丁目 582 83.5㎡ 766 68.9㎡

足立区関原３丁目 1084 88.3㎡ 1080 82.1㎡

墨田区京島 丁目 ㎡ ㎡墨田区京島２丁目 332 63.9㎡ 363 64.5㎡

葛飾区東四つ木３丁目 735 87.7㎡ 703 97.8㎡

※・ここでの平均敷地規模は、戸建住宅用地面積を戸建住宅棟数で除した値。
・東四つ木3丁目は、隣接する駐車場等が戸建住宅敷地として計測されている箇所が複数みられる。
戸建住宅 は 専用戸建住宅 ほか 住宅を主とする塾 教室 医院等 併用建物が含まれる・戸建住宅には、専用戸建住宅のほか、住宅を主とする塾・教室・医院等の併用建物が含まれる。

・ は、敷地規模が５％以上縮小した地域。

（資料）各年土地利用現況調査
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防災都市づくり推進計画

２ 木造住宅密集地域の整備促進

◇防災都市づくり推進計画（平成21年度改定）において重点整備地域、整備地域を指定。

防災都市づくり推進計画における「整備地域」「重点整備地域」

防災都市づくり推進計画
・平成７年度策定、平成15年度第１回改

防災都市づくり推進計画における「整備地域」「重点整備地域」

平成７年度策定、平成15年度第１回改
定、平成21年度第２回改定。

・老朽化した木造建築物が集積するなど 、
震災時の大きな被害が想定される地域
を「整備地域」として指定。
整備地域の中から 基盤整備型事業を・整備地域の中から、基盤整備型事業を
重点化して展開し、早期に防災性の向
上を図る地域を「重点整備地域」として
指定。

整備地域：
28地域・約7,000ヘクタール

重点整備地域：
11地域・約2,400ヘクタール

１０



防災都市づくりのイメージ

２ 木造住宅密集地域の整備促進

(1) 延焼遮断帯の形成及び緊急輸送道路の(1) 延焼遮断帯の形成及び緊急輸送道路の
機能確保

市街地の延焼を遮断し、かつ、避難や救援活
動の空間ともなる延焼遮断帯の整備を進めると
ともに、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を
促進し 震災時の輸送路等としての機能を確保促進し、震災時の輸送路等としての機能を確保
していく。

(2) 安全な市街地の形成
防災生活圏を基本的な単位として、防災の観

点から市街地整備の優先度を位置付け、地域
の特性に応じて適切な事業や規制・誘導策を効
果的に組み合わせ、展開していく。

(3) 避難場所等の確保(3) 避難場所等の確保
市街地の不燃化等の安全な市街地の形成に

加え、計画的な公園整備や土地利用転換に合
わせた緑地やオープンスペースを確保するとと
もに、避難場所周辺の建築物の不燃化や避難
場所に存する都有施設等の公共建築物の耐震場所に存する都有施設等の公共建築物の耐震
化による避難時の安全性を確保していく。

１１



住宅ストックの国際比較

３ 良質で長期間使用が可能な住宅の建設促進

◇東京においては、1981年以降に建築された住宅が約70％を占める一方、1950年以前に建
設された住宅は２％に満たず、欧米に比べて新しい住宅ストックが多い。
◇東京の滅失住宅の平均築後経過年数は約30年で、欧米に比べて短い。◇東京の滅失住宅の平均築後経過年数は約30年で、欧米に比 て短い。

100
（年）

滅失住宅の平均築後経過年数の国際比較建設年代別住宅ストックの国際比較

1 3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

55

7740

60

80

4.9

22.3

25.8

25.4

28.6

22.5

6.2

1.3

東京

日本

30

55

0

20

日本

2003年

アメリカ

2005年

イギリス

2001年

（資料）日本は総務省（1998 2003）「住宅・土地統計調査」

7.5

24.9

16.5

10.5

13.1

14.0

13.2

9.3

6.7

0

アメリカ

フランス

滅失住宅の平均築後経過年数の推移（東京）

（資料）日本は総務省（1998,2003）「住宅 土地統計調査」

アメリカはU.S. Department of Commerce(2001,2005)”American Housing”
英国はU.K. Office for National Statistics(1996,2001)”English Housing 
Conditions Survey”による推計。

（注意）

日本：「1920～50」は「～1919」を含み、「2001～は2001年から2003年9月まで

21.5 23.4 12.0 6.5 0イギリス

～1919 1920～50 1951～60 1961～70 1971～80 1981～90 1991～2000 2001～

日本： 1920 50」は 1919」を含み、 2001 は2001年から2003年9月まで
の合計値

アメリカ：「2001～」は2001年から2005年までの合計値
フランス：「1991～2000」は1991年から99年までの合計値
（資料）
東京：住宅・土地統計調査（平成20年速報）／総務省、
日本：住宅・土地統計調査（平成15年）／総務省
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アメリカ：American Housing Servey（2005年）
イギリス：English Housing Conditions Survey（2000/01年）
フランス：Recensement de la population（1999年）
をもとに国土交通省推計
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住宅の建築の時期・構造別ストック構成比

３ 良質で長期間使用が可能な住宅の建設促進

◇1981年以降に建築された住宅ストックの約７割は非木造住宅である。

◇非木造住宅は、木造住宅に比べ滅失する割合が低い。

住宅の建築の時期・構造別ストック構成比（東京）

88.1%

11 90%
1950年以前

(築 年 上)
66 200戸

平成15年から20年の5年間
の構造別滅失率

1950年以前

木造滅失率 非木造滅失率

43 9%

71.3%

56 1%

28.7%

11.90%

1961年～1970年

1951年～1960年

 (築49年～58年)

 (築59年以上)
66,200戸

103,900戸

442 100戸

1950年以前
（築59年以上）

1951年～1960年

（築49年～58年）

1961年～1970年

△18.2%

△27.9%

△22 5%

－

△17.2%

△ 6 4%

38.8%

43.9%

61.2%

56.1%

1981年～1990年

1971年～1980年

 (築29年～38年)

 (築39年～48年)
442,100戸

897,400戸

1961年 1970年

（築39年～48年）

1971年～1980年
（築29年～38年）

1981年～1990年

△22.5%

△16.8%

△24 9%

△ 6.4%

－

△ 7 9%
1,129,800戸

1,285,600戸
30.2%

33.4%

69.8%

66.6%

2001年 2008年9月

1991年～2000年 

（築9年～18年）

1981年 1990年 

（築19年～28年）
1981年～1990年
（築19年～28年）

1991年～2000年
（築9年～18年）

△24.9%

△18.0%

△ 7.9%

△ 6.1%

30.4% 69.6%

0 20 40 60 80 100 120 140

2001年～2008年9月 

（築8年以内）

（万戸）木造 非木造

1,140,800戸

（資料）住宅・土地統計調査（平成20年速報、平成15年度）／総務省

（万戸）木造 非木造
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律

３ 良質で長期間使用が可能な住宅の建設促進

（平成20 年法律第87 号 平成21 年6 月4 日施行）

１．目的

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅（長期優良住宅）の普及を促進することで 環境負荷の

２．概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅（長期優良住宅）の普及を促進することで、環境負荷の
低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。

長期優良住宅の建築･維持保全をしよう 所管行政庁
とする者（建築主等）

建築・維持保全に関する計画の作成
（長期優良住宅建築等計画）

認定基準
①長期に使用するための構造及び設備

（長期使用構造等）
劣化対策／耐震性／省エネ／

申請

認定

建
築
段 （長期優良住宅建築等計画）

定期点検と必要な補修･交換等維
持

劣化対策／耐震性／省エネ／
維持管理・更新の容易性 等

②居住環境等への配慮
（地区計画/景観計画 等）

③住戸面積

④ 保全 等

認定段
階

記録（住宅履歴情報）の作成及び保存
(認定時の書類、定期点検結果等の保存）

持
保
全
段
階

④維持保全の期間・方法 等

報告の徴収
助言・指導、改善命令、認定の取消し

３．優遇策
○認定長期優良住宅に対する税の特例措置（所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税）
○認定長期優良住宅に対する住宅ローンの供給支援

４．認定件数（平成21年12月末時点の累計）
東京都：２，０６１戸（戸建：２，０５７戸、共同住宅等：４戸）、全国：３８，５６８戸 （戸建：３８，０２９戸、共同住宅等：５３９戸）
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長期優良住宅認定基準のイメージ（木造戸建住宅）

３ 良質で長期間使用が可能な住宅の建設促進

（資料）国土交通省
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長期優良住宅認定基準のイメージ（ＲＣ造共同住宅）

３ 良質で長期間使用が可能な住宅の建設促進

（資料）国土交通省
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住宅のバリアフリー化の状況

３ 良質で長期間使用が可能な住宅の建設促進

◇借家における高齢者等のための設備の普及は、持ち家に比べ低い。

◇全国においては、平成15年から20年にかけて高齢者等のための設備がある住宅の割合が
8.9ポイント上昇した。

高齢者等 ため 設備がある住宅 割合 高齢者等 ため 設備がある住宅 割合高齢者等のための設備がある住宅の割合

（平成15年、東京都）

高齢者等のための設備がある住宅の割合

（平成15年・20年、全国）

52 6%
33.4%

高齢者等のための設備がある

22 9%

37.3%

48.7%

17.5%

30.4%

39.8%

（またぎやすい高さの浴槽）

（手すりがある）

高齢者等のための設備がある

5.7%

12.4%

19.6%

25.4%

40.1%

52.6%

14.2%

24.2%

（またぎやすい高さの浴槽）

（手すりがある）

高齢者等のための設備がある

20.0%

16.1%

22.9%

9 3%

13.1%

12.6%

（段差のない屋内）

（廊下などの幅が車椅子で通行可能）

（ま ぎやす 高さ 浴槽）

8.2%

7.2%

19.9%

16.3%

10 6%

13.0%

10.9%

（段差のない屋内）

（廊下などの幅が車椅子で通行可能）

12.4%
9.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

（道路から玄関まで車椅子で通行可能）

平成20 年 平成15年

8.0%
14.6%

10.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

（道路から玄関まで車椅子で通行可能）

借家 持ち家 総数

（資料）住宅・土地統計調査／総務省
（備考）平成20年の値は速報値
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長期修繕計画

４ マンションの長寿命化と建替えの促進

◇約１割のマンションで、長期修繕計画が作成されていない。

◇長期修繕計画の計画期間が国が示している標準的な長期修繕計画の計画期間25年以上の
割合は約4割割合は約4割。

長期修繕計画の計画期間図：長期修繕計画の有無

0.5

2 9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

5～9

10 14

構成比（％）

無し

不明
2.4%

39.0

3.4

2.910～14

15～19

20～24
計

画

無し
 12.5%

14.1

1.5

28.8

25～29

30～34

35～39

画

期

間

有り
 85.1%

44.4％

0.0

9.8

40年以上

不明

（資料）平成１９年度マンション再生等に係る実態調査／東京都都市整備局
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大規模修繕工事と修繕積立金

４ マンションの長寿命化と建替えの促進

◇ １９７５年以前（築３０年以上経過）のマンションの２５％以上が大規模修繕工事を未実施

建築年別に見た大規模 74 6 25 41975年以前

（建築年）

建築年別に見た大規模

修繕工事の有無

74.6

74.5

80.0

4.5

25.4

25.5

20.0

95.5

1975年以前

1976～1985

1986～1995

1996～2005

42.4

100.0

53.3

57.6

46.7

0% 25% 50% 75% 100%

2006年以降

不明

全体

有り 無し

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

構成比（％）
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

構成比（％）

１戸当たりの修繕積立金構成比（月額） 長期修繕計画に基づく１戸当たり予定工事費（月額）の構成比

52.1

22.2

6 3

7.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

0～4,900

5,000～9,900

10,000～14,900

15 000～19 900

戸

当

り

修

繕

積

0.5

6.3

34.2

28.3

0～4,900

5,000～9,900

10,000～14,900

15,000～19,900

戸

当

り

予

定6.3

5.9

0.7

0.0

0.7

15,000 19,900

20,000～24,900

25,000～29,900

30,000～39,900

40,000～

積

立

金

 

（

円

／

月

11.7

2.9

2.4

3 4

, ,

20,000～24,900

25,000～29,900

30,000～39,900

40 000～

工

事

費

（

円

/

月

（資料）平成１９年度マンション再生等に係る実態調査／東京都都市整備局
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0.7

4.9

40,000

不明

）

10.2

3.440,000

不明
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建替えに対する意識

４ マンションの長寿命化と建替えの促進

◇築年数が高いほど建替えに対する意識は高まる傾向にある。

◇築40年以上でみると建替えを検討したことのある管理組合は４割以上ある一方、区分所有
者の意識は低調な傾向がみられる者の意識は低調な傾向がみられる。

建替え検討経験
の有無

21.7

12 4

23.9

33 6

23.9

44 2

28.3

3 5
6.2

2.2

築３５～３９年

築４０年以上

9.1

5.7

12.4

33.3

35.8

33.6

47.0

50.9

44.2

4.6

4.5

3.5

6.0

3.0

総計

築３５年未満

築３５ ３９年

区分所有者の建替え 15 2 13 0 32 6 15 2 10 9 2 2 8 7 2 2築４０年以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建替え検討中 以前検討したが今は行っていない 検討は行っていないが関心はある

全く検討していない 無回答

区分所有者の建替え
に対する意識

8.0

15.2

4.5

8.8

13.0

55.1

48.7

32.6

16.2

11.5

15.2

10.2

6.2

10.9

8.0

2.2

4.9

6.2

8.7

2.3

2.7

2.2

2.6 4.2

築３５年未満

築３５～３９年

築４０年以上

5.5 6.6 50.6 14.8 9.3 4.9 5.3 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総計

建替えが必要と感じている

そろそろ建替えの検討も必要と感じ始めている

いずれは建替えが必要かもしれないが、当面は修繕でよい

（資料）分譲マンションの建替え等の検討状況に関するアンケート調査（平成２０年度）／内閣府・法務省・国土交通省

いずれは建替えが必要かもしれないが、当面は現状維持でよい

建替えの必要性を感じない

関心がない

その他

無回答
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東京のマンション2009（平成21年）

４ マンションの長寿命化と建替えの促進

◇マンションの維持管理や建替え等に係る課題を明らかにし、今後の施策展開に資するため、
都の調査結果や、 国、民間のデータを整理し、とりまとめたもの。
◇円滑な建替えの参考となるよう都内の建替え事例も併せて紹介 。

【構成】
 

 

◇円滑な建替えの参考となるよう都内の建替え事例も併せて紹介 。

■表紙、序、目次

■第１章 都内マンションの現状
１ 増大する都内マンション

【構成】
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高経年化が進むマンション

■第２章 マンションの主要課題
１ 管理組合運営の困難化
２ 修繕計画

東京のマンション 2009 

 

２ 修繕計画
３ 分譲時点での管理に関する取り決め
４ 耐震化
５ 建替え

 

 

 

■第３章 まとめ

■第４章 都のマンション施策

■（参考）マンション建替え認可事例の紹介

 

 

２００９（平成２１）年１０月 

東 京 都 都 市 整 備 局 
■（参考）マンション建替え認可事例の紹介

■資料編
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マンション管理ガイドライン

４ マンションの長寿命化と建替えの促進

◇マンション管理に関して、新規分譲時（販売から入居）に分譲事業者等が購入予定者に説明
することが望ましい事項や、より良い管理に向け、管理組合が行うことが望ましい維持管理の
具体的な項目や水準を、関係業界団体の協力を得て、「マンション管理ガイドライン」としてまと具体的な項目や水準を、関係業界団体の協力を得て、 マンション管理ガイドライン」としてまと
めたもの（平成17年11月策定）。

新規分譲時に分譲事業者が購入予定者に説明することが望まし・ 新規分譲時に分譲事業者が購入予定者に説明することが望まし
い事項を示した
・ 維持管理に関する書面による周知
・ 管理規約案に、長期修繕計画は概ね５年毎に見直す旨を 明記管 規約案 、長期修繕計画 概 年毎 見直す旨を 明記

・ より良い管理に向け、管理組合が行うことが望ましい維持管理の
具体的な項目や水準を示した

３０年の長期修繕計画の策定 同計画と連動した修繕積立金の・ ３０年の長期修繕計画の策定、同計画と連動した修繕積立金の
確保

・ 管理委託の履行状況の確認、等

・ 既存マンションの耐震対策について、管理組合として取組む際の
具体的な手順や方法を示した
・ 耐震対策の進め方の例、耐震補強対策の事例、等
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優良マンション登録表示制度・アドバイザー制度

４ マンションの長寿命化と建替えの促進

◇優良マンション登録表示制度とは、建物（共用部分）の性能と管理の両面において、一定の水準を確保し
ている分譲マンションを「優良マンション」として認定・登録し、広く都民へ情報提供することにより、マンション
の適切な維持管理の誘導とマンションの流通の促進を目的とする制度。

制度創設年月 実績※ 申込者 料 金

新築：44 100円

実績等

優良マンション登録表示 平成15年４月 209件
管理組合、住宅供給
事業者等

新築：44,100円
中古：90,300円
再認定登録：80,850円

※ 平成21年10月末現在

◇分譲マンション管理アドバイザー制度は、マンションの維持管理について、管理組合又は区分所有者に、
専門家（管理アドバイザー）が情報提供及びアド バイスを行うことにより、分譲マンションの良好な維持管理
に資する支援を行う制度。

◇分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度は、建替えか改修の判断が定まっていない、老朽化した分

実績等

譲マンションの管理組合又は区分所有者に、専門家（建替え・改修アドバイザー）が情報提供を行うことによ
り、管理組合等が進める勉強会等初動期の検討を支援することを目的とした制度。

制度創設
年月

実績※
アドバイザー
登録人数※

申込者 料 金

マンション管理
アドバイザー

平成12年
７月

94件 20人 管理組合区分所有者
Ａコース（基本） 13,650円
Ｂコース（個別事例） 21,000円

マンション
建替え・改修
アドバイザー

平成14年
12月

130件 33人
Ａコース：管理組合、区分所有者
Ｂコース：管理組合

※平成21年３月現在

Ａコース（基本） 13,650円
Ｂコース（個別事例） 65,100円
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建替えの工夫

４ マンションの長寿命化と建替えの促進

■ 建替え成功事例における工夫（認可事例から）

○ 建築計画上の工夫○ 建築計画上の工夫
・隣接地を取り込んで広幅員の幹線道路に接道し、指定容積率を 大限に活用
・２つのマンションと隣接業務ビルの敷地を一つにまとめ、総合設計制度を活用して建替え

○ 権利上の工夫
・借地の更新時期を契機に建替えを検討。底地を買い取って所有権マンションに建替え

○ 資金確保のための工夫
・立地条件から保留床の売却が見込めなかったが、保留床に本格的な防音設備を施し、音楽愛好家に売却
・立地条件から保留床の売却が多くは見込めなかったので 保留敷地として敷地の一部を戸建用に売却・立地条件から保留床の売却が多くは見込めなかったので、保留敷地として敷地の一部を戸建用に売却
・あらかじめ不動産販売業者と保留床処分について取り決め、売却益を確実にし、リスクを軽減

○ 仮住まい確保の工夫
・住宅困窮者に、都営住宅のあっせんを利用
・東京都住宅供給公社の賃貸住宅を利用
・独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅を利用
・利用されなくなった社宅を一棟丸ごと借り上げ

○ 都市計画上の制約を解消する工夫○ 都市計画上の制約を解消する工夫
・「一団地の住宅施設」の都市計画の指定を、地元区市との連携により地区計画へ移行。

２４



建替えにかかる都への相談内容の主なもの

４ マンションの長寿命化と建替えの促進

■ 都内全般に共通の相談
○ 権利関係が複雑で、建替え以前にその調整がつかない（昭和58年区分所有法改正以前のマンションなど、敷地利用

権になっておらず、土地と床の権利がばらばらである）
○ 他の区分所有者が建替えに興味を示さない。自分が説得しなければならないのか。
○ 専門の ンサルタントに調整をお願いしたいが 権利者の利益を第 に考えてくれる中立的な ンサルタントをどの○ 専門のコンサルタントに調整をお願いしたいが、権利者の利益を第一に考えてくれる中立的なコンサルタントをどの

ように見つければよいか。
○ ディベロッパーの提案には乗りたくない。自分たちの建替えをしたい。
○ 建替えに反対というより、リーダーが気に入らないために反対する権利者がいる。
○ 余剰容積が少ない、既存不適格など、保留床がとれないので、ディベロッパーの参加が得られず、資金確保が困難。

■ 都心部によくある相談
○ 店舗のテナントから法外な立ち退き料を請求

される。

■ 周辺区部・多摩部によくある相談
○ 大量の仮住居を同時に確保できない。（大規模団地）
○ 地区計画の活用により「一団地の住宅施設」を廃止する際、

容積率を低く抑えられる傾向にある。（大規模団地） される。
○ もとが小規模住戸で、円滑化法の住戸規模

（50㎡：単身用25㎡）を確保するのが困難。

２５



４ マンションの長寿命化と建替えの促進

区分所有権の終了・解消

国 区分所有権の終了・解消に関する規定

■ 海外諸国における区分所有権の終了・解消に関する規定例
決議される事項は区分所有権の解消についてで、老朽化に伴う建替えは想定

されていない。

■ 日本の場合

・平成１４年の区分所有法改正で、敷地の
同一性は問われなくなり、隣地を取り込ん

建替 も 有 基づ 権
ドイツ

・秩序ある維持、修繕の範囲を超える出費、かつ、建物価格の1/2超の滅失の場合、修
繕・再建は全員の合意が必要とされ、全員の合意がない場合には各区分所有者は、
区分所有権の解消を請求できる。

スイス
・建物価格の1/2超の滅失し、かつ、再建に多額の費用負担が伴う場合、各区分所有

者は、区分所有権の解消を請求できる。

での建替えも、区分所有法に基づき権利
者の４／５以上の賛成で建替えが可能と
なった。

・しかし、非現地での建替え、また区分所
有権の解消といった手法は、民法の原則

オーストリア ・建物が滅失した場合に、区分所有権が解消されると規定。

オランダ
・区分所有者の合意がない場合、又は、建物の再建が合理的な期間内に期待できな

い場合、裁判所が区分所有関係の終了を命ずることができる。

スペイン
・建物の滅失（財産価値の50％が滅失し、かつ、費用の50％以上を保険で支弁できな

い場合）によ て 全員が区分所有関係の継続を望まない限り 区分所有関係は終

有権の解消と た手法は、民法の原則
に基づき、全員合意を必要とする。

スペイン い場合）によって、全員が区分所有関係の継続を望まない限り、区分所有関係は終
了する。

ギリシャ ・建物価値の3/4以上が滅失した場合、区分所有関係が解消されると規定。

ニュージーランド ・区分所有者等は、区分所有関係の解消を裁判所に申し立てることができる。

議決権の８０％以上の賛成によ て 区分所有関係を終了させることができる

平成18年度から継続的に、特別多数決で

実施できるよう、法制度の整備等を国へ要
望

アメリカ
・議決権の８０％以上の賛成によって、区分所有関係を終了させることができる。
・マサチュセッツ法では、区分所有者の75％の賛成によって、区分所有関係を解消さ

せ、コンドミニアムに係る州法の適用を免れ、コンドミニアムを共有することができる。

ブラジル

・災害により2/3以上が滅失した場合、区分所有者は敷地共有持分の過半数により、再
建、又は、敷地等の売却を決議することができる。

・公益的理由がある場合、及び、老朽化した場合、区分所有者及び議決権の各2/3以 「特別多数決による区分所有関係の解

【政府提案要求内容】

上の多数決、並びに、敷地及び共用設備の共有持分の各80％の多数によって、建
替え、又は、敷地等の売却を決議することができる。

グアテマラ
・2/3以上の賛成によって、区分所有関係を終了させることができる。この場合、区分所

有者の終了を望む区分所有者の建物部分についての先買権を、少数反対者に認め
ている。

「特別多数決による区分所有関係の解
消の仕組みや代替地へ建替えるため
の制度など、建替えに係る柔軟な対応
を可能とする制度を整備すること」

シンガポール ・区分所有者の全員の合意によって、区分所有関係を終了できる。

２６

（資料）鎌野邦樹・竹田智志「研究ノート：区分所有建物の修繕・再建（復旧・建替え）及び終了を
めぐる比較法研究覚え書き」（『千葉大学法学論集』第15巻3号、2001年3月）より抜粋



部門別CO2排出量の状況

５ 環境に配慮した住まいづくりの推進

◇家庭部門のCO2排出量は、世帯数の増加や家電製品の増加等を背景に、2000年比2.5％
増加している。

東京都におけるＣＯ２排出量の部門別推移
百万トン－ＣＯ２

9 8
6.8 5.1

50 0

60.0

70.0

54.4

58.8
55.8

産業部門
▲31 0%

産業部門
▲25.6%

15.7
18.9 21.3

9.8

30 0

40.0

50.0

業務部門
＋20.3%

▲31.0%

家庭部門

業務部門
＋12.7%

14 8 17.6 13 9

13.0
14.3

14.7

10.0

20.0

30.0

運輸部門
＋18.9%

家庭部門
＋10.2%

運輸部門
▲21.4%

家庭部門
＋2.5%

14.8 13.9

0.0

1990年度 2000年度 2007年度
（速報値）

（資料）東京都環境局

（備考）排出量はいずれも2002年度以降の原子力発電の長期停止による影響を除外して算出した値
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都内の家庭部門におけるCO2排出量・エネルギー消費量の状況

５ 環境に配慮した住まいづくりの推進

◇家庭におけるCO2排出量を燃料種別に見ると、約６割が電気の使用によるものとなっている。

◇用途別のエネルギー消費では、冷暖房で17.1％、給湯で34.7％のエネルギーを消費している。

LPG 2 8%

都内家庭部門の燃料種別CO2排出量（2006年度）

＜自家用車を除く＞

都市ガス,

灯油, 5.4%

LPG, 2.8% ＜自家用車を除く＞

電気, 61.6%

30.2%

都における家電製品使用によるCO2排出
量構成比（2006年度） 都における家庭部門のエネルギー消費量

冷暖房, 17.1%

その他電力,

エアコン, 9.6%

冷蔵庫, 18.0%
その他家電, 33.0%

量構成比（2006年度） 都における家庭部門のエネルギ 消費量
用途別構成比（2006年度）

給湯, 34.7%

38.4%

テレビ, 11.7%

温水洗浄便座, 5.0%

食器洗浄乾燥機
照明機器, 18.9% 給湯,

厨房, 9.9%

食器洗浄乾燥機,
1.5%

衣類乾燥機, 2.4%

（資料）東京都環境局 ２８



住宅の省エネリフォームガイドブック

５ 環境に配慮した住まいづくりの推進

◇住宅の省エネルギー性能の向上を図るため、リフォーム（省エネリフォーム）の実施事例を東
京都が募集・評価して、リフォーム事業者や都民が省エネリフォームを検討する際に役立つ技
術情報や費用、効果の情報などを取りまとめたもの。術情報や費用、効果の情報などを取りまとめたもの。

◇東京都が実施した「既存住宅の省エネリフォーム実施事例の募集」にご応募いただいた事例
のうち優良なものとして選定された事例を中心に、リフォームの動機、工事の概要、工事費用、
リフォーム前後の光熱費削減実績などを紹介。

１ 住宅の省エネリフォームの重要性

【構成】

２ 住宅の省エネリフォームの効果

３ 住宅の省エネリフォームとは

４ 断熱性能・日射遮蔽性能の向上
既存住宅 省 ネリ ム実施事例 募集 選定４－１ 既存住宅の省エネリフォーム実施事例の募集・選定

４－２ 個別の省エネリフォームの実施事例
４－３ 複合的な省エネリフォームの実施事例
４－４ その他参考となる省エネリフォームの実施事例

５ 設備・機器の高効率化

６ 自然エネルギーの活用

７ 分譲マンションの省エネリフォームの留意点

８ 省エネリフォームと耐震改修工事

９ 住宅の省エネリフォームに関する助成制度
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マンション環境性能表示制度の拡充

５ 環境に配慮した住まいづくりの推進

■現行制度

１０，０００㎡超の大規模な新築マンションの環境性能について販売広告への表示を義務付け

４つの表示項目を４つの表示項目を
星印★で３段階評価

■建物の断熱性
■設備の省エネ性
■建物の長寿命化

■改正案（平成２２年１０月以降）

■建物の長寿命化
■みどり

改 案 月

➢対象拡大
延べ面積5,000㎡超の新築等マンションまで対象を拡大。なお、延べ面積2,000㎡超のマンションは

建築物環境計画書を提出すれば、表示が可能
➢賃貸広告も対象に➢賃貸広告も対象に

分譲広告に加え、賃貸広告（賃貸マンション）も表示義務の対象
➢太陽エネルギーの追加

表示項目に太陽光発電・熱利用を追加

★★★ 発電・熱利用１０ｋＷ以上

★★ 発電・熱利用 ５ｋＷ以上

★ 発電・熱利用 ５ｋＷ未満

※太陽光発電・
太陽熱利用が
ない場合は★
表示はなし

案

★ 発電・熱利用 ５ｋＷ未満 表示はなし

（資料：東京都環境局）
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住宅用太陽エネルギー利用機器に対する支援策①

５ 環境に配慮した住まいづくりの推進

◇東京都では、東京都地球温暖化防止活動推進センターが住宅用太陽エネルギー利用機器
の設置費用の一部を補助。

東京都における補助金について（太陽光発電システム、太陽熱利用システム）

■概要

太陽エネルギー利用機器が生み出す環境価値（１０年分）の譲渡を条件に補助金を交付

■事業期間

平成２１年4月から２年間

■補助対象用途

住宅 建 など住宅用（戸建て・マンションなど）

■補助対象機器及び補助額

対 象 シ ス テ ム 補助単価 設備規模

太陽光発電システム
（ＪＥＴ認証等が必要）

太陽光発電 １００，０００円/ｋＷ ３ｋＷ程度

太陽熱利用システムＡ
（グリーン熱証書の発行ができないもの）

太陽熱温水器 ９，０００円/㎡ ４㎡程度
（グリーン熱証書の発行ができないもの）

（ＢＬ認定が必要） ソーラーシステム １６，５００円/㎡

６㎡程度太陽熱利用システムＢ
（グリーン熱証書の発行ができるもの）

（ 認定が必要）
ソーラーシステム ３３，０００円/㎡

（資料：東京都環境局）

（ＢＬ認定が必要）
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住宅用太陽エネルギー利用機器に対する支援策②

５ 環境に配慮した住まいづくりの推進

◇経済産業省は、住宅用太陽発電システムの設置に関する補助制度（住宅用太陽光発電導
入支援対策費補助金）を開始。

国の補助金について（太陽光発電システム）
■概要

太陽エネルギー利用機器が生み出す環境価値（１０年分）の譲渡を条件に補助金を交付

■事業期間

平成21年4月1日（水）～平成22年1月29日（金）

■補助金交付の対象者

自ら居住する住宅に対象システムを設置する個人で 電灯契約をしている者自ら居住する住宅に対象システムを設置する個人で、電灯契約をしている者

■補助対象システム及び補助単価

区 分 対象システム 補助単価

太 陽 光 太陽光発電システム 70,000円/kW 

※ 以下の要件を満たすことが条件。

太陽電池 ジ 変換効率が 定 数値を る と(1) 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること。
(太陽電池の種類毎に基準を設定) 

(2) 一定の頻出・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること(10年
以上の出力長期保証) )

(3) 大出力が10kW未満で、かつ、システム価格が70万円／kW以下であること

（資料：東京都環境局）
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都営住宅の建設年度別ストックの状況

６ 公共住宅ストックの質の維持・向上

◇都営住宅ストック約26万戸のうち約12万戸は、昭和40年代以前に建設されており、順次建
替えを進めている。

16 000

17,000

18,000

戸数 昭和49年度まで 約12万戸

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

高層

8,000

9,000

10,000

11,000

中層

3 000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

1,000

2,000

3,000

～2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
（年度）

（資料）東京都都市整備局

（備考）平成16年度までは建設年度別の管理戸数、平成17年度以降は建設戸数（契約ベース）
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公社一般賃貸住宅の建設年度別ストックの状況

６ 公共住宅ストックの質の維持・向上

◇公社一般賃貸住宅のストック約6万戸のうち約4.5万戸は、昭和40年代以前に建設されてお
り、順次建替えを進めている。

6,000
（戸数） 昭和49年度まで 約4.5万戸

4 000

5,000

3,000

4,000

1,000

2,000

0
昭和

25

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63平成

2

4 6 8 10 12 14 16 18 20

（年度）

（資料）東京都住宅供給公社事業概要等より東京都都市整備局作成（平成21年3月31日現在）

（備考）平成16年度までは建設年度別の管理戸数、17年度以降は建設戸数
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公共住宅の状況

６ 公共住宅ストックの質の維持・向上

◇名義人等の年齢区分が65歳以上である世帯の割合は、都営住宅56.6％、公社一般賃貸住
宅40.9％、都市再生機構住宅34.9％である。

公共住宅における名義人等の年齢区分別世帯の割合
公共賃貸住宅管理戸数 (平成21年3月末現在）

名義人・世帯主の
年齢区分

都営住宅
(名義人)
（平成21年3月

公社住宅
(名義人)
（平成21年11

都市再生機
構住宅
（世帯主）

区部 市町村部

都 営 住 宅 等 258,714 166,944 91,770

区 分 都総数

年齢区分
31日現在） 月30日現在）

（世帯 ）
（平成20年）

～ 64 歳 43.4％ 59.1％ 65.1％

65歳 ～ 56.6％ 40.9％ 34.9％

都 民 住 宅 35,536 25,899 9,637

区 市 町 村

住 宅
30,497 22,055 8,442

高 齢 者 向 け
569 495 74

（資料）・都営住宅 ー 東京都都市整備局

・公社住宅 －東京都住宅供給公社

・都市再生機構住宅 ー 都市再生機構

（備考） ・都営住宅には改良住宅等を除く。

高 齢 者 向 け

優良賃貸住宅
569 495 74

公 社 一 般

賃 貸 住 宅
61,897 29,322 32,575

都 市 再 生
171 487 104 456 67 031

・名義人とは世帯の代表者で、同居者は含まれない。

（資料）東京都都市整備局

機 構 住 宅
171,487 104,456 67,031

合 計 558,700 349,171 209,529

（備考） ・都営住宅等は、福祉住宅・引揚者住宅・小笠原住宅を含み、
閉鎖住宅を除く。

・区市町村住宅は、公営住宅、福祉型借上住宅、特定公共賃貸住宅、
特定優良賃貸住宅、改良住宅、単独住宅等を含む。
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都営住宅の耐震化

６ 公共住宅ストックの質の維持・向上

。
◇都営住宅約7,100棟26,500戸のうち、建替対象の住宅棟及び昭和56年以降に建設された
新耐震設計法による住宅棟を除く、約3,200棟13,600戸を対象に耐震化。

※平成18年3月末戸数

（資料）都営住宅耐震化整備プログラム（平成20年３月）／都市整備局
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７ 公共住宅用地のまちづくりへの戦略的活用

公共住宅用地を活用したまちづくり
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青山一丁目スクエア（南青山一丁目団地建替プロジェクト）

７ 公共住宅用地のまちづくりへの戦略的活用

◇都心にふさわしい土地の高度利用（良質な民間賃貸住宅の供給と多様な都市機能の導入）
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シティタワー品川（港南四丁目第３団地建替プロジェクト）

７ 公共住宅用地のまちづくりへの戦略的活用

◇定期借地制度を活用した中堅所得層ファミリー世帯向け分譲住宅の供給。
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むさしのｉタウン（東村山市本町地区プロジェクト）

７ 公共住宅用地のまちづくりへの戦略的活用

◇戸建住宅を中心とした良好なまちなみの住宅市街地を形成。また、その一部において、広く
て質が良く、低廉な戸建住宅の実証実験を実施。
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勝どき一丁目地区プロジェクト

７ 公共住宅用地のまちづくりへの戦略的活用

◇子育て世帯が安心して快適に暮らせる賃貸住宅の供給。
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７ 公共住宅用地のまちづくりへの戦略的活用

池尻二丁目都有地活用プロジェクト

◇都営住宅跡地を有効に活用し、民間のノウハウにより木造住宅密集地域や補助第26号線
の整備促進を図るため「池尻二丁目都有地活用プロジェクト」を実施。

１ 事業場所
所在地 東京都世田谷区池尻二丁目1番１１９
面 積 約9,503㎡

２ 事業の目的事業 的
世田谷区池尻二丁目の都有地を民間事業者に売却し、

補助第２６号線の整備等に伴う地権者の移転に配慮し
た住戸を含む共同住宅の分譲を行い、都市計画事業を
円滑化するなど、民間事業者のノウハウを活用して木
造住宅密集地域の整備促進を図る。あわせて、老朽化
した世田谷区の公益施設を更新し 地域のまちづくりした世田谷区の公益施設を更新し、地域のまちづくり
に貢献する。

３ 事業概要
①共同住宅（分譲住宅）、世田谷区の公益施設（保育

園、児童館、地区会館、健康増進・活動施設）等を
整備

② が②共同住宅については、道路事業等により移転が必要
になる権利者に、移転先となる住戸をあっせんし、
一般分譲に先行して分譲

③木造住宅密集地域（太子堂・三宿地区）の整備促進
を図る自主事業（共同建替えや残地再建の提案等）
を展開

複合施設に関する提案
[共同住宅]

敷地面積 約7,244㎡ 延床面積 約15,829㎡
階数 地上13階 戸数 185戸

[公益施設]
敷地面積 約2 259㎡ 延床面積 約4 660㎡ 階数 地上4階

を展開
４ 事業予定者

グループ名 CROSS JOINT（クロスジョイント）
構成員 住友商事株式会社（代表者）、住商建物株式

会社、株式会社アール・アイ・エー、東急建
設株式会社

敷地面積 約2,259㎡ 延床面積 約4,660㎡ 階数 地上4階
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